
対象になります（５条２項）。出資法が処罰の対
象とする金利と利息制限法の制限金利の間に差
がありますが、貸金業法は、貸金業者が利息制限
法を超える利息の契約、受領、要求をすることを
禁止し（貸金業法12条の８第１項ないし４項）、
行政処分の対象としています。
　なお、業として行う金銭の貸付けで、年109.5％
を超える超高金利での利息の契約、受領、要求行
為には、ヤミ金融等への対策として特に重い処
罰が定められています（５条３項）。
２. 保証料の処罰
　出資法の規制は保証料にも及び、業として行
う金銭の貸付けを業として保証する場合に、貸
付けの利息と合算して年20％を超える保証料
の契約、受領、要求をする行為等は処罰の対象と
なります（５条の２）。
　
貸金業法
１. 貸金業者
　貸金業法は、貸金業を営む者の業務の適正な
運営の確保と資金需要者等の利益を図るために
さまざまな規制をしています（１条）。「貸金業を
営む者」には無登録業者も含まれますが、「貸金
業者」という場合は、業として金銭の貸付けまた
は金銭の貸借の媒介を行い、財務局または都道
府県に貸金業の登録をしている業者をいいます
（２条１項、２項、３条）。消費者金融、クレジット
カード会社などが貸金業者ですが、クレジット
カード会社が行うショッピング取引には貸金業
法は適用されません。また、銀行、信用金庫、信用
組合、労働金庫など一定の者も貸金業者ではあ
りません。
２. 規制の概要
　貸金業法は、深刻な多重債務問題の解決に向
けて、従来の法律を抜本的に改正して作られま
した。そのため、その内容は、参入条件の厳格化、
貸金業協会の自主規制機能の強化、取立行為の
規制・生命保険契約締結の制限・公正証書に係る

規制の強化などの行為規制の強化、過剰貸付け
の規制、監督官庁による監督の強化など多岐に
わたります。
　その中で、多重債務の相談の際に押さえてお
きたいのが、取立行為の規制、返済能力の調査と
過剰貸付け等の禁止、高金利を定めた金銭消費
貸借契約の無効です。
３. 取立行為の規制
　貸金業法21条１項は、貸金業を営む者または
貸付債権の取立てについて委託を受けた者は、
取立てに当たって、人を威迫し、人の私生活もし
くは業務の平穏を害するような言動をしてはい
けないと定め、その具体的な行為類型を挙げて
います。その違反は行政処分の対象となります。
４. 返済能力の調査
　貸金業者が貸付けの契約を締結しようとする
場合には、顧客等の返済能力の調査が義務づけ
られます。借り手が個人の場合には、「指定信用
情報機関」の信用情報を使用し、自社からの借入
残高が50万円超となる貸付け、または他の貸金
業者からの借入れと合わせて100万円を超える
貸付けについては、年収等の資料の取得が義務
となっています（13条）。
５. 過剰貸付けの禁止
　貸金業者は、顧客等の返済能力を超える貸付
けが禁止されます（13条の２）。個人が借り手の
場合には、自らの貸付けの金額と他の貸金業者
の貸付けの残高の合計額が年収等の３分の１を
超えることとなる貸付けが原則として禁止され
ます（総量規制）。ただし、総量規制における借入
残高の算定については、住宅ローンや自動車
ローンなど一定の場合が除外されます（13条の
２第２項）。
　過剰貸付けの禁止は、それ自体が過剰部分の
貸付けの効力を否定するものではありません。
６. 高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効
　貸金業を営む者が業として行う金銭消費貸借
契約において、年109.5％を超える利息の契約

をしたときは、金銭消費貸借契約自体が無効と
なります（42条）。ヤミ金融などの超高金利での
契約の無効を主張する場合、従来は公序良俗違
反（民法90条）を根拠にしていましたが、貸金業
法では明確な基準を設けて明文化しました。
　
割賦販売法
１. 分割払いを規制する法律
　割賦販売法は、基本的には、リボ払い、分割払
い、ボーナス一括払いなど、商品やサービス代金
の分割払い、延べ払いに関する法律です。クレ
ジットカード等は便利な反面、分割払いには手
数料等がかかり契約内容が分かりにくくなる、
手元にまとまった現金がなくても多額の商品等
の購入も可能となるため多重債務に陥る危険が
あるなどの問題を抱えています。これに関して
割賦販売法はさまざまな規制をしています。
２. 規制対象取引
　規制の対象となる取引には、前払式割賦販売、
前払式特定取引、割賦販売、ローン提携販売、信
用購入あっせん、二月払購入あっせん、クレジッ
トカード番号等取扱契約締結などがあります
が、相談の現場でよく扱うのは「信用購入あっせ
ん」です。これは、消費者が特定の加盟店で商品・
役務、指定権利を購入することを条件に、クレ
ジット会社がその代金を販売会社に立替払い
し、後日、消費者が代金をクレジット会社に２カ
月を超えて支払う取引です。信用購入あっせん
には、消費者がクレジットカードの交付を受け、
これを提示して商品等を購入する「包括信用購
入あっせん（包括クレジット）」と、消費者が商品
等を購入するごとにクレジット契約を締結する
「個別信用購入あっせん（個別クレジット）」があ
ります。次では、信用購入あっせんに対する法規
制のポイントについてお話しします。
３. 過剰与信防止義務
　信用購入あっせんを業とする者（クレジット
会社）のことを「信用購入あっせん業者」といい

ます。信用購入あっせん業者は、利用者とのクレ
ジット契約の締結に先立ち、支払可能見込額を
算定するため調査を行わなければならず、支払
可能見込額を超えるクレジット契約の締結が禁
止されています。このうち、包括信用購入あっせ
ん業者については、クレジットカード交付前と
極度額増額前に調査を行うこととし、包括支払
可能見込額の100分の90を超える極度額の
カードの交付等を禁止しています（30条の２、
30条の２の２、平成21年告示236号）。なお、一
定の与信審査体制が整備されていると認定され
た「認定包括信用購入あっせん業者」（30条の５
の４、30条の５の５）及びカード等の極度額が
政令で定める金額（10万円）以下の「登録少額信
用購入あっせん業者」（35条の２の３、35条の
２の４、施行令24条）には、調査事項、調査方法、
算定方法等について例外的取扱いが認められて
います。
　これらの支払可能額の調査に当たっては、経
済産業大臣が指定する指定信用情報機関の特定
信用情報の使用が義務づけられています。
４. 民事ルール
　消費者保護の観点から、契約の民事的効力に
関して次の規制をしています。
①個別クレジット契約のクーリング・オフ
　特定商取引法の通信販売及び訪問購入を除い
た残りの５類型のうち、一定の取引（訪問販売、
電話勧誘販売、特定連鎖販売個人契約、特定継続
的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約）
における個別クレジット契約はクーリング・オ
フが可能であり、個別クレジット契約をクーリ
ング・オフすれば、反対の意思表示がない限り、
販売契約または役務提供契約も同時にクーリン
グ・オフされたものとみなされます（35条の３
の10、35条の３の11）。
②過量販売についての個別クレジット契約の解除
　訪問販売、電話勧誘販売による通常必要とさ
れる分量を著しく超える商品の売買契約等につ

いての個別クレジット契約は、契約の時から１
年以内であれば解除ができ、既払金の返還が認
められます（35条の３の12）。
③不実の告知等による個別クレジット契約の取
消し
　特定商取引法の訪問販売、電話勧誘販売、連鎖
販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売を
行う販売業者が、勧誘を行うに当たり、クレジッ
ト契約や販売行為の内容に不実の告知等をし、
購入者が誤認により契約した場合、消費者は、販
売契約とともに、個別クレジット契約を取消し
て、既払金の返還を求めることができます（35
条の３の13～16）。
④支払停止の抗弁
　販売業者等との間で商品の引渡しがないなど
のトラブルが生じた場合、購入者等は、販売業者
等との間に生じている事由をもって、包括クレ
ジット契約または個別クレジット契約における
クレジット会社からの支払いを拒否できます
（30条の４、35条の３の19）。過払金の返還を認
めるものではないので注意が必要です。
⑤契約の解除等の制限
　包括または個別クレジット契約において割賦
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　本稿では、多重債務問題に関連する法律のう
ち、利息制限法、出資法、貸金業法、割賦販売法に
ついて、相談の現場で知っておきたいことにつ
いてお話しします。

利息制限法
１. 利息の制限
　利息制限法は、お金の貸付けの契約（金銭消費
貸借契約）について、民事上有効とされる利息の
範囲を定めています。
　有効な利息の上限は、元本区分額に応じて、元
本が10万円未満の場合は年20％、10万円以上
100万円未満の場合は年18％、100万円以上の
場合は年15％とされており、この制限利息を超
える利息の契約は超過部分が無効になります
（１条）。
　債権者が業として行う金銭消費貸借（営業的
金銭消費貸借）が同一当事者間で複数ある場合
は、元本区分額は、既存の貸付残高と新たな貸付
元本額との合計額に応じて決まります（５条）。
２. みなし利息
　制限利息の適用に当たっては、債権者が受け
る元本以外の金銭は、いかなる名義で受け取る
かを問わず、利息とみなされます（みなし利息。
３条本文）。この点、契約の締結と債務の弁済の
費用は利息とみなされませんが（３条但書）、営
業的金銭消費貸借では、これらの費用について
も、①公租公課、②公の機関が行う手続に関して
その機関に支払うべきもの（強制執行の費用
等）、③ATM手数料、④債務者の要請により債権
者が行う事務の費用として政令で定めるもの

（カード再発行の手数料など）以外は、利息とみ
なされます（６条）。
３. 賠償額の予定
　金銭消費貸借契約で債務不履行があった場合
の賠償額の予定（違約金を含む）は、制限利息の
1.46倍を超える部分が無効とされていますが
（４条）、債務整理の現場で問題となる営業的金
銭消費貸借については、年20％を超える部分が
無効となります（７条）。
４. 保証料の制限
　営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務と
する保証（業として行うものに限ります）がされ
た場合の保証料は、事業者による貸付利息と借
り手が支払う保証料を合算して制限利息を超過
した場合は、超過部分につき、原則として、保証
料が無効となります（８条１項）。

出資法
１. 高金利の処罰
　出資法の正式名称は「出資の受入れ、預り金及
び金利等の取締りに関する法律」といいます。同
法は、元本を保証した出資金の受入れの制限や
預り金の禁止をも規制の内容としていますが、
債務整理の現場で重要なのは高金利等の処罰で
す。
　同法は、金銭の貸付けを行う者が年109.5％
を超える利息（債務不履行の賠償額を含む）の契
約をし、受領し、要求する行為を処罰の対象とし
ていますが（５条１項）、債務整理の現場で多く
問題となる金銭の貸付けを行う者が業として行
う貸付けについては、年20％を超えると処罰の
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ただしがき

金等の支払義務が履行されない場合、20日（7日
の場合があります）以上の相当な期間を定めて
書面（電磁的記録によることができる場合があ
ります）で催告し、その期間に履行されないとき
でなければ、クレジット会社は契約の解除また
は残金の一括請求ができません（30条の２の
４、35条の３の17）。
⑥損害賠償等の額の制限
　契約の解除や割賦金等の支払義務が履行され
ない場合に、購入者等に請求できる損害賠償等
に上限額が設定されています。支払総額（現金販
売価格または役務の現金提供価格に手数料の額
を加算した額）から既払金を引いた額に、法定利
率（現在年３％）による遅延損害金を加えた額が
上限となります。包括または個別クレジットに
適用され、リボ払いには適用されません（30条
の３、35条の３の18）。
　なお、信用購入あっせんについては、分割手数
料率についての制限規定がありませんが、出資
法５条２項の趣旨に照らし、手数料率を同項に
定める範囲内に設定するよう努めることを要請
する自主規制があります。
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対象になります（５条２項）。出資法が処罰の対
象とする金利と利息制限法の制限金利の間に差
がありますが、貸金業法は、貸金業者が利息制限
法を超える利息の契約、受領、要求をすることを
禁止し（貸金業法12条の８第１項ないし４項）、
行政処分の対象としています。
　なお、業として行う金銭の貸付けで、年109.5％
を超える超高金利での利息の契約、受領、要求行
為には、ヤミ金融等への対策として特に重い処
罰が定められています（５条３項）。
２. 保証料の処罰
　出資法の規制は保証料にも及び、業として行
う金銭の貸付けを業として保証する場合に、貸
付けの利息と合算して年20％を超える保証料
の契約、受領、要求をする行為等は処罰の対象と
なります（５条の２）。
　
貸金業法
１. 貸金業者
　貸金業法は、貸金業を営む者の業務の適正な
運営の確保と資金需要者等の利益を図るために
さまざまな規制をしています（１条）。「貸金業を
営む者」には無登録業者も含まれますが、「貸金
業者」という場合は、業として金銭の貸付けまた
は金銭の貸借の媒介を行い、財務局または都道
府県に貸金業の登録をしている業者をいいます
（２条１項、２項、３条）。消費者金融、クレジット
カード会社などが貸金業者ですが、クレジット
カード会社が行うショッピング取引には貸金業
法は適用されません。また、銀行、信用金庫、信用
組合、労働金庫など一定の者も貸金業者ではあ
りません。
２. 規制の概要
　貸金業法は、深刻な多重債務問題の解決に向
けて、従来の法律を抜本的に改正して作られま
した。そのため、その内容は、参入条件の厳格化、
貸金業協会の自主規制機能の強化、取立行為の
規制・生命保険契約締結の制限・公正証書に係る

規制の強化などの行為規制の強化、過剰貸付け
の規制、監督官庁による監督の強化など多岐に
わたります。
　その中で、多重債務の相談の際に押さえてお
きたいのが、取立行為の規制、返済能力の調査と
過剰貸付け等の禁止、高金利を定めた金銭消費
貸借契約の無効です。
３. 取立行為の規制
　貸金業法21条１項は、貸金業を営む者または
貸付債権の取立てについて委託を受けた者は、
取立てに当たって、人を威迫し、人の私生活もし
くは業務の平穏を害するような言動をしてはい
けないと定め、その具体的な行為類型を挙げて
います。その違反は行政処分の対象となります。
４. 返済能力の調査
　貸金業者が貸付けの契約を締結しようとする
場合には、顧客等の返済能力の調査が義務づけ
られます。借り手が個人の場合には、「指定信用
情報機関」の信用情報を使用し、自社からの借入
残高が50万円超となる貸付け、または他の貸金
業者からの借入れと合わせて100万円を超える
貸付けについては、年収等の資料の取得が義務
となっています（13条）。
５. 過剰貸付けの禁止
　貸金業者は、顧客等の返済能力を超える貸付
けが禁止されます（13条の２）。個人が借り手の
場合には、自らの貸付けの金額と他の貸金業者
の貸付けの残高の合計額が年収等の３分の１を
超えることとなる貸付けが原則として禁止され
ます（総量規制）。ただし、総量規制における借入
残高の算定については、住宅ローンや自動車
ローンなど一定の場合が除外されます（13条の
２第２項）。
　過剰貸付けの禁止は、それ自体が過剰部分の
貸付けの効力を否定するものではありません。
６. 高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効
　貸金業を営む者が業として行う金銭消費貸借
契約において、年109.5％を超える利息の契約

をしたときは、金銭消費貸借契約自体が無効と
なります（42条）。ヤミ金融などの超高金利での
契約の無効を主張する場合、従来は公序良俗違
反（民法90条）を根拠にしていましたが、貸金業
法では明確な基準を設けて明文化しました。
　
割賦販売法
１. 分割払いを規制する法律
　割賦販売法は、基本的には、リボ払い、分割払
い、ボーナス一括払いなど、商品やサービス代金
の分割払い、延べ払いに関する法律です。クレ
ジットカード等は便利な反面、分割払いには手
数料等がかかり契約内容が分かりにくくなる、
手元にまとまった現金がなくても多額の商品等
の購入も可能となるため多重債務に陥る危険が
あるなどの問題を抱えています。これに関して
割賦販売法はさまざまな規制をしています。
２. 規制対象取引
　規制の対象となる取引には、前払式割賦販売、
前払式特定取引、割賦販売、ローン提携販売、信
用購入あっせん、二月払購入あっせん、クレジッ
トカード番号等取扱契約締結などがあります
が、相談の現場でよく扱うのは「信用購入あっせ
ん」です。これは、消費者が特定の加盟店で商品・
役務、指定権利を購入することを条件に、クレ
ジット会社がその代金を販売会社に立替払い
し、後日、消費者が代金をクレジット会社に２カ
月を超えて支払う取引です。信用購入あっせん
には、消費者がクレジットカードの交付を受け、
これを提示して商品等を購入する「包括信用購
入あっせん（包括クレジット）」と、消費者が商品
等を購入するごとにクレジット契約を締結する
「個別信用購入あっせん（個別クレジット）」があ
ります。次では、信用購入あっせんに対する法規
制のポイントについてお話しします。
３. 過剰与信防止義務
　信用購入あっせんを業とする者（クレジット
会社）のことを「信用購入あっせん業者」といい

ます。信用購入あっせん業者は、利用者とのクレ
ジット契約の締結に先立ち、支払可能見込額を
算定するため調査を行わなければならず、支払
可能見込額を超えるクレジット契約の締結が禁
止されています。このうち、包括信用購入あっせ
ん業者については、クレジットカード交付前と
極度額増額前に調査を行うこととし、包括支払
可能見込額の100分の90を超える極度額の
カードの交付等を禁止しています（30条の２、
30条の２の２、平成21年告示236号）。なお、一
定の与信審査体制が整備されていると認定され
た「認定包括信用購入あっせん業者」（30条の５
の４、30条の５の５）及びカード等の極度額が
政令で定める金額（10万円）以下の「登録少額信
用購入あっせん業者」（35条の２の３、35条の
２の４、施行令24条）には、調査事項、調査方法、
算定方法等について例外的取扱いが認められて
います。
　これらの支払可能額の調査に当たっては、経
済産業大臣が指定する指定信用情報機関の特定
信用情報の使用が義務づけられています。
４. 民事ルール
　消費者保護の観点から、契約の民事的効力に
関して次の規制をしています。
①個別クレジット契約のクーリング・オフ
　特定商取引法の通信販売及び訪問購入を除い
た残りの５類型のうち、一定の取引（訪問販売、
電話勧誘販売、特定連鎖販売個人契約、特定継続
的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約）
における個別クレジット契約はクーリング・オ
フが可能であり、個別クレジット契約をクーリ
ング・オフすれば、反対の意思表示がない限り、
販売契約または役務提供契約も同時にクーリン
グ・オフされたものとみなされます（35条の３
の10、35条の３の11）。
②過量販売についての個別クレジット契約の解除
　訪問販売、電話勧誘販売による通常必要とさ
れる分量を著しく超える商品の売買契約等につ

いての個別クレジット契約は、契約の時から１
年以内であれば解除ができ、既払金の返還が認
められます（35条の３の12）。
③不実の告知等による個別クレジット契約の取
消し
　特定商取引法の訪問販売、電話勧誘販売、連鎖
販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売を
行う販売業者が、勧誘を行うに当たり、クレジッ
ト契約や販売行為の内容に不実の告知等をし、
購入者が誤認により契約した場合、消費者は、販
売契約とともに、個別クレジット契約を取消し
て、既払金の返還を求めることができます（35
条の３の13～16）。
④支払停止の抗弁
　販売業者等との間で商品の引渡しがないなど
のトラブルが生じた場合、購入者等は、販売業者
等との間に生じている事由をもって、包括クレ
ジット契約または個別クレジット契約における
クレジット会社からの支払いを拒否できます
（30条の４、35条の３の19）。過払金の返還を認
めるものではないので注意が必要です。
⑤契約の解除等の制限
　包括または個別クレジット契約において割賦
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　本稿では、多重債務問題に関連する法律のう
ち、利息制限法、出資法、貸金業法、割賦販売法に
ついて、相談の現場で知っておきたいことにつ
いてお話しします。

利息制限法
１. 利息の制限
　利息制限法は、お金の貸付けの契約（金銭消費
貸借契約）について、民事上有効とされる利息の
範囲を定めています。
　有効な利息の上限は、元本区分額に応じて、元
本が10万円未満の場合は年20％、10万円以上
100万円未満の場合は年18％、100万円以上の
場合は年15％とされており、この制限利息を超
える利息の契約は超過部分が無効になります
（１条）。
　債権者が業として行う金銭消費貸借（営業的
金銭消費貸借）が同一当事者間で複数ある場合
は、元本区分額は、既存の貸付残高と新たな貸付
元本額との合計額に応じて決まります（５条）。
２. みなし利息
　制限利息の適用に当たっては、債権者が受け
る元本以外の金銭は、いかなる名義で受け取る
かを問わず、利息とみなされます（みなし利息。
３条本文）。この点、契約の締結と債務の弁済の
費用は利息とみなされませんが（３条但書）、営
業的金銭消費貸借では、これらの費用について
も、①公租公課、②公の機関が行う手続に関して
その機関に支払うべきもの（強制執行の費用
等）、③ATM手数料、④債務者の要請により債権
者が行う事務の費用として政令で定めるもの

（カード再発行の手数料など）以外は、利息とみ
なされます（６条）。
３. 賠償額の予定
　金銭消費貸借契約で債務不履行があった場合
の賠償額の予定（違約金を含む）は、制限利息の
1.46倍を超える部分が無効とされていますが
（４条）、債務整理の現場で問題となる営業的金
銭消費貸借については、年20％を超える部分が
無効となります（７条）。
４. 保証料の制限
　営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務と
する保証（業として行うものに限ります）がされ
た場合の保証料は、事業者による貸付利息と借
り手が支払う保証料を合算して制限利息を超過
した場合は、超過部分につき、原則として、保証
料が無効となります（８条１項）。

出資法
１. 高金利の処罰
　出資法の正式名称は「出資の受入れ、預り金及
び金利等の取締りに関する法律」といいます。同
法は、元本を保証した出資金の受入れの制限や
預り金の禁止をも規制の内容としていますが、
債務整理の現場で重要なのは高金利等の処罰で
す。
　同法は、金銭の貸付けを行う者が年109.5％
を超える利息（債務不履行の賠償額を含む）の契
約をし、受領し、要求する行為を処罰の対象とし
ていますが（５条１項）、債務整理の現場で多く
問題となる金銭の貸付けを行う者が業として行
う貸付けについては、年20％を超えると処罰の

かか

金等の支払義務が履行されない場合、20日（7日
の場合があります）以上の相当な期間を定めて
書面（電磁的記録によることができる場合があ
ります）で催告し、その期間に履行されないとき
でなければ、クレジット会社は契約の解除また
は残金の一括請求ができません（30条の２の
４、35条の３の17）。
⑥損害賠償等の額の制限
　契約の解除や割賦金等の支払義務が履行され
ない場合に、購入者等に請求できる損害賠償等
に上限額が設定されています。支払総額（現金販
売価格または役務の現金提供価格に手数料の額
を加算した額）から既払金を引いた額に、法定利
率（現在年３％）による遅延損害金を加えた額が
上限となります。包括または個別クレジットに
適用され、リボ払いには適用されません（30条
の３、35条の３の18）。
　なお、信用購入あっせんについては、分割手数
料率についての制限規定がありませんが、出資
法５条２項の趣旨に照らし、手数料率を同項に
定める範囲内に設定するよう努めることを要請
する自主規制があります。
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対象になります（５条２項）。出資法が処罰の対
象とする金利と利息制限法の制限金利の間に差
がありますが、貸金業法は、貸金業者が利息制限
法を超える利息の契約、受領、要求をすることを
禁止し（貸金業法12条の８第１項ないし４項）、
行政処分の対象としています。
　なお、業として行う金銭の貸付けで、年109.5％
を超える超高金利での利息の契約、受領、要求行
為には、ヤミ金融等への対策として特に重い処
罰が定められています（５条３項）。
２. 保証料の処罰
　出資法の規制は保証料にも及び、業として行
う金銭の貸付けを業として保証する場合に、貸
付けの利息と合算して年20％を超える保証料
の契約、受領、要求をする行為等は処罰の対象と
なります（５条の２）。
　
貸金業法
１. 貸金業者
　貸金業法は、貸金業を営む者の業務の適正な
運営の確保と資金需要者等の利益を図るために
さまざまな規制をしています（１条）。「貸金業を
営む者」には無登録業者も含まれますが、「貸金
業者」という場合は、業として金銭の貸付けまた
は金銭の貸借の媒介を行い、財務局または都道
府県に貸金業の登録をしている業者をいいます
（２条１項、２項、３条）。消費者金融、クレジット
カード会社などが貸金業者ですが、クレジット
カード会社が行うショッピング取引には貸金業
法は適用されません。また、銀行、信用金庫、信用
組合、労働金庫など一定の者も貸金業者ではあ
りません。
２. 規制の概要
　貸金業法は、深刻な多重債務問題の解決に向
けて、従来の法律を抜本的に改正して作られま
した。そのため、その内容は、参入条件の厳格化、
貸金業協会の自主規制機能の強化、取立行為の
規制・生命保険契約締結の制限・公正証書に係る

規制の強化などの行為規制の強化、過剰貸付け
の規制、監督官庁による監督の強化など多岐に
わたります。
　その中で、多重債務の相談の際に押さえてお
きたいのが、取立行為の規制、返済能力の調査と
過剰貸付け等の禁止、高金利を定めた金銭消費
貸借契約の無効です。
３. 取立行為の規制
　貸金業法21条１項は、貸金業を営む者または
貸付債権の取立てについて委託を受けた者は、
取立てに当たって、人を威迫し、人の私生活もし
くは業務の平穏を害するような言動をしてはい
けないと定め、その具体的な行為類型を挙げて
います。その違反は行政処分の対象となります。
４. 返済能力の調査
　貸金業者が貸付けの契約を締結しようとする
場合には、顧客等の返済能力の調査が義務づけ
られます。借り手が個人の場合には、「指定信用
情報機関」の信用情報を使用し、自社からの借入
残高が50万円超となる貸付け、または他の貸金
業者からの借入れと合わせて100万円を超える
貸付けについては、年収等の資料の取得が義務
となっています（13条）。
５. 過剰貸付けの禁止
　貸金業者は、顧客等の返済能力を超える貸付
けが禁止されます（13条の２）。個人が借り手の
場合には、自らの貸付けの金額と他の貸金業者
の貸付けの残高の合計額が年収等の３分の１を
超えることとなる貸付けが原則として禁止され
ます（総量規制）。ただし、総量規制における借入
残高の算定については、住宅ローンや自動車
ローンなど一定の場合が除外されます（13条の
２第２項）。
　過剰貸付けの禁止は、それ自体が過剰部分の
貸付けの効力を否定するものではありません。
６. 高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効
　貸金業を営む者が業として行う金銭消費貸借
契約において、年109.5％を超える利息の契約

をしたときは、金銭消費貸借契約自体が無効と
なります（42条）。ヤミ金融などの超高金利での
契約の無効を主張する場合、従来は公序良俗違
反（民法90条）を根拠にしていましたが、貸金業
法では明確な基準を設けて明文化しました。
　
割賦販売法
１. 分割払いを規制する法律
　割賦販売法は、基本的には、リボ払い、分割払
い、ボーナス一括払いなど、商品やサービス代金
の分割払い、延べ払いに関する法律です。クレ
ジットカード等は便利な反面、分割払いには手
数料等がかかり契約内容が分かりにくくなる、
手元にまとまった現金がなくても多額の商品等
の購入も可能となるため多重債務に陥る危険が
あるなどの問題を抱えています。これに関して
割賦販売法はさまざまな規制をしています。
２. 規制対象取引
　規制の対象となる取引には、前払式割賦販売、
前払式特定取引、割賦販売、ローン提携販売、信
用購入あっせん、二月払購入あっせん、クレジッ
トカード番号等取扱契約締結などがあります
が、相談の現場でよく扱うのは「信用購入あっせ
ん」です。これは、消費者が特定の加盟店で商品・
役務、指定権利を購入することを条件に、クレ
ジット会社がその代金を販売会社に立替払い
し、後日、消費者が代金をクレジット会社に２カ
月を超えて支払う取引です。信用購入あっせん
には、消費者がクレジットカードの交付を受け、
これを提示して商品等を購入する「包括信用購
入あっせん（包括クレジット）」と、消費者が商品
等を購入するごとにクレジット契約を締結する
「個別信用購入あっせん（個別クレジット）」があ
ります。次では、信用購入あっせんに対する法規
制のポイントについてお話しします。
３. 過剰与信防止義務
　信用購入あっせんを業とする者（クレジット
会社）のことを「信用購入あっせん業者」といい

ます。信用購入あっせん業者は、利用者とのクレ
ジット契約の締結に先立ち、支払可能見込額を
算定するため調査を行わなければならず、支払
可能見込額を超えるクレジット契約の締結が禁
止されています。このうち、包括信用購入あっせ
ん業者については、クレジットカード交付前と
極度額増額前に調査を行うこととし、包括支払
可能見込額の100分の90を超える極度額の
カードの交付等を禁止しています（30条の２、
30条の２の２、平成21年告示236号）。なお、一
定の与信審査体制が整備されていると認定され
た「認定包括信用購入あっせん業者」（30条の５
の４、30条の５の５）及びカード等の極度額が
政令で定める金額（10万円）以下の「登録少額信
用購入あっせん業者」（35条の２の３、35条の
２の４、施行令24条）には、調査事項、調査方法、
算定方法等について例外的取扱いが認められて
います。
　これらの支払可能額の調査に当たっては、経
済産業大臣が指定する指定信用情報機関の特定
信用情報の使用が義務づけられています。
４. 民事ルール
　消費者保護の観点から、契約の民事的効力に
関して次の規制をしています。
①個別クレジット契約のクーリング・オフ
　特定商取引法の通信販売及び訪問購入を除い
た残りの５類型のうち、一定の取引（訪問販売、
電話勧誘販売、特定連鎖販売個人契約、特定継続
的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約）
における個別クレジット契約はクーリング・オ
フが可能であり、個別クレジット契約をクーリ
ング・オフすれば、反対の意思表示がない限り、
販売契約または役務提供契約も同時にクーリン
グ・オフされたものとみなされます（35条の３
の10、35条の３の11）。
②過量販売についての個別クレジット契約の解除
　訪問販売、電話勧誘販売による通常必要とさ
れる分量を著しく超える商品の売買契約等につ

いての個別クレジット契約は、契約の時から１
年以内であれば解除ができ、既払金の返還が認
められます（35条の３の12）。
③不実の告知等による個別クレジット契約の取
消し
　特定商取引法の訪問販売、電話勧誘販売、連鎖
販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売を
行う販売業者が、勧誘を行うに当たり、クレジッ
ト契約や販売行為の内容に不実の告知等をし、
購入者が誤認により契約した場合、消費者は、販
売契約とともに、個別クレジット契約を取消し
て、既払金の返還を求めることができます（35
条の３の13～16）。
④支払停止の抗弁
　販売業者等との間で商品の引渡しがないなど
のトラブルが生じた場合、購入者等は、販売業者
等との間に生じている事由をもって、包括クレ
ジット契約または個別クレジット契約における
クレジット会社からの支払いを拒否できます
（30条の４、35条の３の19）。過払金の返還を認
めるものではないので注意が必要です。
⑤契約の解除等の制限
　包括または個別クレジット契約において割賦
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　本稿では、多重債務問題に関連する法律のう
ち、利息制限法、出資法、貸金業法、割賦販売法に
ついて、相談の現場で知っておきたいことにつ
いてお話しします。

利息制限法
１. 利息の制限
　利息制限法は、お金の貸付けの契約（金銭消費
貸借契約）について、民事上有効とされる利息の
範囲を定めています。
　有効な利息の上限は、元本区分額に応じて、元
本が10万円未満の場合は年20％、10万円以上
100万円未満の場合は年18％、100万円以上の
場合は年15％とされており、この制限利息を超
える利息の契約は超過部分が無効になります
（１条）。
　債権者が業として行う金銭消費貸借（営業的
金銭消費貸借）が同一当事者間で複数ある場合
は、元本区分額は、既存の貸付残高と新たな貸付
元本額との合計額に応じて決まります（５条）。
２. みなし利息
　制限利息の適用に当たっては、債権者が受け
る元本以外の金銭は、いかなる名義で受け取る
かを問わず、利息とみなされます（みなし利息。
３条本文）。この点、契約の締結と債務の弁済の
費用は利息とみなされませんが（３条但書）、営
業的金銭消費貸借では、これらの費用について
も、①公租公課、②公の機関が行う手続に関して
その機関に支払うべきもの（強制執行の費用
等）、③ATM手数料、④債務者の要請により債権
者が行う事務の費用として政令で定めるもの

（カード再発行の手数料など）以外は、利息とみ
なされます（６条）。
３. 賠償額の予定
　金銭消費貸借契約で債務不履行があった場合
の賠償額の予定（違約金を含む）は、制限利息の
1.46倍を超える部分が無効とされていますが
（４条）、債務整理の現場で問題となる営業的金
銭消費貸借については、年20％を超える部分が
無効となります（７条）。
４. 保証料の制限
　営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務と
する保証（業として行うものに限ります）がされ
た場合の保証料は、事業者による貸付利息と借
り手が支払う保証料を合算して制限利息を超過
した場合は、超過部分につき、原則として、保証
料が無効となります（８条１項）。

出資法
１. 高金利の処罰
　出資法の正式名称は「出資の受入れ、預り金及
び金利等の取締りに関する法律」といいます。同
法は、元本を保証した出資金の受入れの制限や
預り金の禁止をも規制の内容としていますが、
債務整理の現場で重要なのは高金利等の処罰で
す。
　同法は、金銭の貸付けを行う者が年109.5％
を超える利息（債務不履行の賠償額を含む）の契
約をし、受領し、要求する行為を処罰の対象とし
ていますが（５条１項）、債務整理の現場で多く
問題となる金銭の貸付けを行う者が業として行
う貸付けについては、年20％を超えると処罰の

金等の支払義務が履行されない場合、20日（7日
の場合があります）以上の相当な期間を定めて
書面（電磁的記録によることができる場合があ
ります）で催告し、その期間に履行されないとき
でなければ、クレジット会社は契約の解除また
は残金の一括請求ができません（30条の２の
４、35条の３の17）。
⑥損害賠償等の額の制限
　契約の解除や割賦金等の支払義務が履行され
ない場合に、購入者等に請求できる損害賠償等
に上限額が設定されています。支払総額（現金販
売価格または役務の現金提供価格に手数料の額
を加算した額）から既払金を引いた額に、法定利
率（現在年３％）による遅延損害金を加えた額が
上限となります。包括または個別クレジットに
適用され、リボ払いには適用されません（30条
の３、35条の３の18）。
　なお、信用購入あっせんについては、分割手数
料率についての制限規定がありませんが、出資
法５条２項の趣旨に照らし、手数料率を同項に
定める範囲内に設定するよう努めることを要請
する自主規制があります。
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対象になります（５条２項）。出資法が処罰の対
象とする金利と利息制限法の制限金利の間に差
がありますが、貸金業法は、貸金業者が利息制限
法を超える利息の契約、受領、要求をすることを
禁止し（貸金業法12条の８第１項ないし４項）、
行政処分の対象としています。
　なお、業として行う金銭の貸付けで、年109.5％
を超える超高金利での利息の契約、受領、要求行
為には、ヤミ金融等への対策として特に重い処
罰が定められています（５条３項）。
２. 保証料の処罰
　出資法の規制は保証料にも及び、業として行
う金銭の貸付けを業として保証する場合に、貸
付けの利息と合算して年20％を超える保証料
の契約、受領、要求をする行為等は処罰の対象と
なります（５条の２）。
　
貸金業法
１. 貸金業者
　貸金業法は、貸金業を営む者の業務の適正な
運営の確保と資金需要者等の利益を図るために
さまざまな規制をしています（１条）。「貸金業を
営む者」には無登録業者も含まれますが、「貸金
業者」という場合は、業として金銭の貸付けまた
は金銭の貸借の媒介を行い、財務局または都道
府県に貸金業の登録をしている業者をいいます
（２条１項、２項、３条）。消費者金融、クレジット
カード会社などが貸金業者ですが、クレジット
カード会社が行うショッピング取引には貸金業
法は適用されません。また、銀行、信用金庫、信用
組合、労働金庫など一定の者も貸金業者ではあ
りません。
２. 規制の概要
　貸金業法は、深刻な多重債務問題の解決に向
けて、従来の法律を抜本的に改正して作られま
した。そのため、その内容は、参入条件の厳格化、
貸金業協会の自主規制機能の強化、取立行為の
規制・生命保険契約締結の制限・公正証書に係る

規制の強化などの行為規制の強化、過剰貸付け
の規制、監督官庁による監督の強化など多岐に
わたります。
　その中で、多重債務の相談の際に押さえてお
きたいのが、取立行為の規制、返済能力の調査と
過剰貸付け等の禁止、高金利を定めた金銭消費
貸借契約の無効です。
３. 取立行為の規制
　貸金業法21条１項は、貸金業を営む者または
貸付債権の取立てについて委託を受けた者は、
取立てに当たって、人を威迫し、人の私生活もし
くは業務の平穏を害するような言動をしてはい
けないと定め、その具体的な行為類型を挙げて
います。その違反は行政処分の対象となります。
４. 返済能力の調査
　貸金業者が貸付けの契約を締結しようとする
場合には、顧客等の返済能力の調査が義務づけ
られます。借り手が個人の場合には、「指定信用
情報機関」の信用情報を使用し、自社からの借入
残高が50万円超となる貸付け、または他の貸金
業者からの借入れと合わせて100万円を超える
貸付けについては、年収等の資料の取得が義務
となっています（13条）。
５. 過剰貸付けの禁止
　貸金業者は、顧客等の返済能力を超える貸付
けが禁止されます（13条の２）。個人が借り手の
場合には、自らの貸付けの金額と他の貸金業者
の貸付けの残高の合計額が年収等の３分の１を
超えることとなる貸付けが原則として禁止され
ます（総量規制）。ただし、総量規制における借入
残高の算定については、住宅ローンや自動車
ローンなど一定の場合が除外されます（13条の
２第２項）。
　過剰貸付けの禁止は、それ自体が過剰部分の
貸付けの効力を否定するものではありません。
６. 高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効
　貸金業を営む者が業として行う金銭消費貸借
契約において、年109.5％を超える利息の契約

をしたときは、金銭消費貸借契約自体が無効と
なります（42条）。ヤミ金融などの超高金利での
契約の無効を主張する場合、従来は公序良俗違
反（民法90条）を根拠にしていましたが、貸金業
法では明確な基準を設けて明文化しました。
　
割賦販売法
１. 分割払いを規制する法律
　割賦販売法は、基本的には、リボ払い、分割払
い、ボーナス一括払いなど、商品やサービス代金
の分割払い、延べ払いに関する法律です。クレ
ジットカード等は便利な反面、分割払いには手
数料等がかかり契約内容が分かりにくくなる、
手元にまとまった現金がなくても多額の商品等
の購入も可能となるため多重債務に陥る危険が
あるなどの問題を抱えています。これに関して
割賦販売法はさまざまな規制をしています。
２. 規制対象取引
　規制の対象となる取引には、前払式割賦販売、
前払式特定取引、割賦販売、ローン提携販売、信
用購入あっせん、二月払購入あっせん、クレジッ
トカード番号等取扱契約締結などがあります
が、相談の現場でよく扱うのは「信用購入あっせ
ん」です。これは、消費者が特定の加盟店で商品・
役務、指定権利を購入することを条件に、クレ
ジット会社がその代金を販売会社に立替払い
し、後日、消費者が代金をクレジット会社に２カ
月を超えて支払う取引です。信用購入あっせん
には、消費者がクレジットカードの交付を受け、
これを提示して商品等を購入する「包括信用購
入あっせん（包括クレジット）」と、消費者が商品
等を購入するごとにクレジット契約を締結する
「個別信用購入あっせん（個別クレジット）」があ
ります。次では、信用購入あっせんに対する法規
制のポイントについてお話しします。
３. 過剰与信防止義務
　信用購入あっせんを業とする者（クレジット
会社）のことを「信用購入あっせん業者」といい

ます。信用購入あっせん業者は、利用者とのクレ
ジット契約の締結に先立ち、支払可能見込額を
算定するため調査を行わなければならず、支払
可能見込額を超えるクレジット契約の締結が禁
止されています。このうち、包括信用購入あっせ
ん業者については、クレジットカード交付前と
極度額増額前に調査を行うこととし、包括支払
可能見込額の100分の90を超える極度額の
カードの交付等を禁止しています（30条の２、
30条の２の２、平成21年告示236号）。なお、一
定の与信審査体制が整備されていると認定され
た「認定包括信用購入あっせん業者」（30条の５
の４、30条の５の５）及びカード等の極度額が
政令で定める金額（10万円）以下の「登録少額信
用購入あっせん業者」（35条の２の３、35条の
２の４、施行令24条）には、調査事項、調査方法、
算定方法等について例外的取扱いが認められて
います。
　これらの支払可能額の調査に当たっては、経
済産業大臣が指定する指定信用情報機関の特定
信用情報の使用が義務づけられています。
４. 民事ルール
　消費者保護の観点から、契約の民事的効力に
関して次の規制をしています。
①個別クレジット契約のクーリング・オフ
　特定商取引法の通信販売及び訪問購入を除い
た残りの５類型のうち、一定の取引（訪問販売、
電話勧誘販売、特定連鎖販売個人契約、特定継続
的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約）
における個別クレジット契約はクーリング・オ
フが可能であり、個別クレジット契約をクーリ
ング・オフすれば、反対の意思表示がない限り、
販売契約または役務提供契約も同時にクーリン
グ・オフされたものとみなされます（35条の３
の10、35条の３の11）。
②過量販売についての個別クレジット契約の解除
　訪問販売、電話勧誘販売による通常必要とさ
れる分量を著しく超える商品の売買契約等につ

いての個別クレジット契約は、契約の時から１
年以内であれば解除ができ、既払金の返還が認
められます（35条の３の12）。
③不実の告知等による個別クレジット契約の取
消し
　特定商取引法の訪問販売、電話勧誘販売、連鎖
販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売を
行う販売業者が、勧誘を行うに当たり、クレジッ
ト契約や販売行為の内容に不実の告知等をし、
購入者が誤認により契約した場合、消費者は、販
売契約とともに、個別クレジット契約を取消し
て、既払金の返還を求めることができます（35
条の３の13～16）。
④支払停止の抗弁
　販売業者等との間で商品の引渡しがないなど
のトラブルが生じた場合、購入者等は、販売業者
等との間に生じている事由をもって、包括クレ
ジット契約または個別クレジット契約における
クレジット会社からの支払いを拒否できます
（30条の４、35条の３の19）。過払金の返還を認
めるものではないので注意が必要です。
⑤契約の解除等の制限
　包括または個別クレジット契約において割賦
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　本稿では、多重債務問題に関連する法律のう
ち、利息制限法、出資法、貸金業法、割賦販売法に
ついて、相談の現場で知っておきたいことにつ
いてお話しします。

利息制限法
１. 利息の制限
　利息制限法は、お金の貸付けの契約（金銭消費
貸借契約）について、民事上有効とされる利息の
範囲を定めています。
　有効な利息の上限は、元本区分額に応じて、元
本が10万円未満の場合は年20％、10万円以上
100万円未満の場合は年18％、100万円以上の
場合は年15％とされており、この制限利息を超
える利息の契約は超過部分が無効になります
（１条）。
　債権者が業として行う金銭消費貸借（営業的
金銭消費貸借）が同一当事者間で複数ある場合
は、元本区分額は、既存の貸付残高と新たな貸付
元本額との合計額に応じて決まります（５条）。
２. みなし利息
　制限利息の適用に当たっては、債権者が受け
る元本以外の金銭は、いかなる名義で受け取る
かを問わず、利息とみなされます（みなし利息。
３条本文）。この点、契約の締結と債務の弁済の
費用は利息とみなされませんが（３条但書）、営
業的金銭消費貸借では、これらの費用について
も、①公租公課、②公の機関が行う手続に関して
その機関に支払うべきもの（強制執行の費用
等）、③ATM手数料、④債務者の要請により債権
者が行う事務の費用として政令で定めるもの

（カード再発行の手数料など）以外は、利息とみ
なされます（６条）。
３. 賠償額の予定
　金銭消費貸借契約で債務不履行があった場合
の賠償額の予定（違約金を含む）は、制限利息の
1.46倍を超える部分が無効とされていますが
（４条）、債務整理の現場で問題となる営業的金
銭消費貸借については、年20％を超える部分が
無効となります（７条）。
４. 保証料の制限
　営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務と
する保証（業として行うものに限ります）がされ
た場合の保証料は、事業者による貸付利息と借
り手が支払う保証料を合算して制限利息を超過
した場合は、超過部分につき、原則として、保証
料が無効となります（８条１項）。

出資法
１. 高金利の処罰
　出資法の正式名称は「出資の受入れ、預り金及
び金利等の取締りに関する法律」といいます。同
法は、元本を保証した出資金の受入れの制限や
預り金の禁止をも規制の内容としていますが、
債務整理の現場で重要なのは高金利等の処罰で
す。
　同法は、金銭の貸付けを行う者が年109.5％
を超える利息（債務不履行の賠償額を含む）の契
約をし、受領し、要求する行為を処罰の対象とし
ていますが（５条１項）、債務整理の現場で多く
問題となる金銭の貸付けを行う者が業として行
う貸付けについては、年20％を超えると処罰の

金等の支払義務が履行されない場合、20日（7日
の場合があります）以上の相当な期間を定めて
書面（電磁的記録によることができる場合があ
ります）で催告し、その期間に履行されないとき
でなければ、クレジット会社は契約の解除また
は残金の一括請求ができません（30条の２の
４、35条の３の17）。
⑥損害賠償等の額の制限
　契約の解除や割賦金等の支払義務が履行され
ない場合に、購入者等に請求できる損害賠償等
に上限額が設定されています。支払総額（現金販
売価格または役務の現金提供価格に手数料の額
を加算した額）から既払金を引いた額に、法定利
率（現在年３％）による遅延損害金を加えた額が
上限となります。包括または個別クレジットに
適用され、リボ払いには適用されません（30条
の３、35条の３の18）。
　なお、信用購入あっせんについては、分割手数
料率についての制限規定がありませんが、出資
法５条２項の趣旨に照らし、手数料率を同項に
定める範囲内に設定するよう努めることを要請
する自主規制があります。
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